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基本方針

むつ市都市計画マスタープラン（抜粋）
第５章 地域別構想
（2）地域づくりの課題

※むつ市都市計画マスタープランに掲載している図を加工して作成

国道(３路線)が交わる場所

柳町地区

=むつ市都市計画マスタープランで定める課題
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基本方針
むつ市都市計画マスタープラン（抜粋）
第５章 地域別構想
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むつ市立地適正化計画（抜粋）

基本方針

用途地域変更予定箇所
※都市機能誘導区域内において用途地域の
緩和を予定

都市機能誘導区域＝医療・福祉・商業等の都市機能を
都市の中心拠点や生活拠点に誘導
し集約することで、各種サービス
の効率的な提供を図る区域
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基本方針

以前より柳町地区において、都市機能誘導区域における用途地域の緩和に関する意
見を受けておりましたが、本地区は排水機能が脆弱であったため用途地域の緩和を見
送ってきました。
令和４年に実施された県事業により排水設備（側溝等）の改修が行われたため、今

後の土地利用の活性化を見込んで用途地域を緩和することとします。
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変更の内容
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変更の内容

○用途地域の変更により緩和される建築物について

第１種低層住居専用地域から第２種住居地域に変更することで、建てられる建物は以下のとおりです。

【第１種低層住居専用地域】 【第２種住居地域】

・住居、兼用住宅 ・住居、兼用住宅

・店舗（床面積10,000㎡以下）

・事務所等

・ホテル、旅館

・ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、

バッティング練習場

・カラオケボックス等、麻雀屋、パチンコ屋等（床面積10,000㎡以下）

・単独車庫（床面積300㎡以下/2F以下）

・建築物付属自動車車庫（600㎡、1F以下） ・建築物付属自動車車庫（2F以下）

・畜舎

・パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等

（作業場面積50㎡以下）

・危険や環境悪化のおそれが非常に少ない工場（作業場面積50㎡以下）

・自動車修理工場（作業場面積50㎡以下）

・火薬・石油類等の危険物の貯蔵・処理の量が非常に少ない施設
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２．原案説明会

３．原案縦覧・公述人募集

６．むつ市都市計画審議会 案審議

５．都市計画法第17条に基づく2週間の案の縦覧

８月９日

９月１２日～９月２5日

１０月１日

８月1３日～８月２６日

１．素案公表・意見受付 ７月８日～７月２２日

４．都市計画公聴会 ９月１０日

スケジュールは変更する場合もあります。市ホームページにてご確認ください。
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素案へのご意見について

記入必要事項
• 住所、氏名、電話番号
• 職業、お勤め先（任意）

参考様式を作成していますので、よろしければご活用ください。
• 参考様式の入手方法

 市ホームページからのダウンロード、市本庁舎都市計画課窓口カウンター

意見書提出先
• 〒035-8686 むつ市中央一丁目8番1号
むつ市都市整備部都市計画課 都市計画グループ

• Ｅメール： toshikeikaku@city.mutsu.lg.jp

意見提出方法は、郵送、Ｅメール、または直接提出とします。
電話や口頭での意見は受付しませんのでご了承願います。

意見書受付期間：７月２２日（月） 午後５時まで


